
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆頭者でない方が離婚後に氏や戸籍をどうされたいのかによ

り記入方法が異なります（詳細は右記）

■婚姻前の氏にもどり、婚姻前の戸籍にもどりたい場合

■婚姻前の氏にもどり、ご自身の新しい戸籍をつくりたい場合

■離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合

富山県射水市新開発 410 1 立山　三郎
タテヤマ サブロウ

婚姻前の戸籍の表示を記入

新しくつくる戸籍の希望する

本籍地を記入（現在存在する地

番を本籍とすることができま

す）。

この文を記載の上、「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法 77 条の 2の届）」

を離婚届と同時に提出してください。 

なお、この文を記載していても実際に「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍

法 77 条の 2の届）」が同時に提出されていない場合は婚姻前の氏にもどります。 署名は必ず本人が自署し

てください(押印は任意)。

お子さまの戸籍について 

子が離婚後の母（父）の戸籍に入るには、離婚届の提出後に家庭裁判所の

許可を得たうえで、市役所に「入籍届」を提出する必要があります。詳しく

は窓口でご相談ください。

届出に必要なもの 

①窓口に来られる方の身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

②（同時に住所異動する場合）住民異動届 

③（同時に市外から転入する場合）転出証明書 

※転出元でマイナンバーカードを使って特例転出をしたときはマイナンバーカード 

④（未成年の子がおり、旧様式の離婚届を使用する場合）「別紙」（記載例は裏面です） 

いつからいつまで同居して

いたか記入します（まだ別

居していない場合は、同居

を始めた「　年　月」のみ記

入）。

別居する直前の住所を記入します。 

（まだ別居していない場合は空欄）

実父母・養父母の氏名を記

入します。

富山市役所　市民課戸籍係   

電話 076-443-2075（直通）

同日７７条の２の届出

富山市新桜町 7番 38-201 号　TOYAMA アパート

富山市新桜町 

７番３８号－２０１号 

ＴＯＹＡＭＡアパート

まだ別居していない まだ別居していない場合に記入します。

夫妻のうち、婚姻の際に氏

が変わっていない方が筆頭

者です。

同時に住所異動する場合は

異動後の住所を記入します

（市外に転出する場合は富

山市内の住所を記入）。 

※別途住民異動届が必要 

未成年の子がいる場合、親権に関

する事項は「別紙」に記入し、「別

紙」も同時にご提出ください。

R8.4.1～ 

記載例 

（協議離婚） 

※旧様式を使用する場合 ８　４　１

令和８年４月１日から、離婚届の様式が変更されました。 
これは旧様式の記載例です。旧様式を使用して協議離婚の届け出をされる方で未成年の子がいる場合は、子の親権に関する事項を記載した「別紙」も記

入し、離婚届と同時に提出してください。「別紙」の記載例は裏面をご覧ください。 
（未成年の子がいる場合でも、「別紙」をつけずに旧様式単体で届出することもできますが、記入方法が異なるため事前にお問い合わせください）

空欄にしてください



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※署名やチェック等の記載漏れがあると、後日市民課へのご来庁が必要となる場合もございますのでご注意ください。 

 

富山　一郎

✓

R8.4.1～ 

記載例 

（離婚届の別紙）

令和８年４月１日から、離婚届の様式が変更されました。 

旧様式の離婚届で届け出される方で未成年の子がいる場合は、離婚届と併せてこの「別紙」を記載し、離婚届と

同時に提出してください。

協議離婚の場合

は、夫と妻がそ

れぞれ合意のチ

ェックを付けて

ください 

※親権者指定の申

立てをしている場

合は不要です

夫と妻がそれぞ
れ署名します

該
当
す
る
方
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い

①父母双方が親権を行う場合（共同親権）

富山　小春 、富山　翔太

②父母のどちらかが親権を行う場合（単独親権）

③親権者の指定について家庭裁判所で申立て中の場合

親権指定の内容により記載が異なります（詳細は右記）

各欄に子の氏名(フルネーム)を記入します

富山　小春  

富山　翔太

富山　小春 、富山　翔太

富山　花子

✓

✓

✓

✓


